
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要

試験成
績表等
による
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要

試験成
績表等
による
確認

スランプ試験 JIS A  1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：
許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：
許容差±2.5㎝
スランプ2.5cm：許容差±1.0㎝

・荷卸し時
1回／日以上、または構造物
の重要度と工事の規模に応じ
て20m3～150m3ごとに1回、
及び荷卸し時に品質変化が
認められた時。ただし、道路
橋鉄筋コンクリート床版にレ
ディーミクスコンクリートを用い
る場合は原則として全運搬車
測定を行う。
・道路橋床版の場合、全運搬
車試験を行うが、スランプ試験
の結果が安定し良好な場合
はその後スランプ試験の頻度
について監督職員と協議し低
減することができる。

・小規模工種※で1工種当りの総使用
量が50m3未満の場合は1工種1回以
上の試験、またはレディーミクストコン
クリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。1工種当たりの総使用
量が50m3以上の場合は、50m3ごと
に1回の試験を行う。
※小規模工種とは、以下の工種を除く
工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工
（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m
以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水
路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定され
た工種）

・圧縮強度試験は、原則としてJIS Q
1011（分野別認証指針レディ―ミクス
トコンクリート）に規定された外部試験
機関で行うものとする。

1　セメント・コ
ンクリート (転
圧コンクリー
ト・コンクリート
ダム・覆工コ
ンクリート・吹
付けコンク
リートを除く）

施
工

必
須

スランプ試験 JIS A  1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：
許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：
許容差±2.5㎝
スランプ2.5cm：許容差±1.0㎝

・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要
度と工事の規模に応じて
20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認め
られた時。ただし、道路橋鉄
筋コンクリート床版にレディー
ミクスコンクリートを用いる場
合は原則として全運搬車測定
を行う。
・道路橋床版の場合、全運搬
車試験を行うが、スランプ試験
の結果が安定し良好な場合
はその後スランプ試験の頻度
について監督職員と協議し低
減することができる。

・小規模工種※で1工種当りの総使用
量が50m3未満の場合は1工種1回以
上の試験、またはレディーミクストコン
クリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。1工種当たりの総使用
量が50m3以上の場合は、50m3ごと
に1回の試験を行う。
※小規模工種とは、以下の工種を除く
工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工
（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m
以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水
路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定され
た工種）

・圧縮強度試験は、原則としてJIS Q
1011（分野別認証指針レディ―ミクス
トコンクリート）に規定された外部試験
機関で行うものとする。

誤記修正

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A  1108 1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定
した呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体
の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷
時に運搬車から採取した試料
1回／日以上、または構造物
の重要度と工事の規模に応じ
て20m3～150m3ごとに1回
なお、テストピースの採取は、
1回につき6個（σ7…3個、σ
28…3個）とする。
・早強セメントを使用する場合
には、必要に応じて1回につき
3個（σ３）を追加で採取する。

コンクリートの圧縮
強度試験

JIS A  1108 1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定
した呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体
の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷
時に運搬車から採取した試料
1回／日以上、構造物の重要
度と工事の規模に応じて
20m3～150m3ごとに1回
なお、テストピースは打設場
所で採取し、1回につき6個
（σ7…3個、σ28…3個）とす
る。
・早強セメントを使用する場合
には、必要に応じて1回につき
3個（σ３）を追加で採取する。

誤記修正

空気量測定 JIS A  1116
JIS A  1118
JIS A  1128

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
1回／日以上、または構造物
の重要度と工事の規模に応じ
て20m3～150m3ごとに1回、
及び荷卸し時に品質変化が
認められた時。

空気量測定 JIS A  1116
JIS A  1118
JIS A  1128

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要
度と工事の規模に応じて
20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認め
られた時。

誤記修正

必
須

・小規模工種※で1工種当りの総使用
量が50m3未満の場合は1工種1回以
上の試験、またはレディーミクストコン
クリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。1工種当たりの総使用
量が50m3以上の場合は、50m3ごと
に1回の試験を行う

 ※小規模工種とは、以下の工種を除
く工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場
所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工
（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m
以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水
路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定され
た工種）

・圧縮強度試験は、原則としてJIS Q
1011（分野別認証指針レディ―ミクス
トコンクリート）に規定された外部試験
機関で行うものとする。

・小規模工種※で1工種当りの総使用
量が50m3未満の場合は1工種1回以
上の試験、またはレディーミクストコン
クリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。1工種当たりの総使用
量が50m3以上の場合は、50m3ごと
に1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の工種を除く
工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工
（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m
以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水
路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類
する工種及び特記仕様書で指定され
た工種）

・圧縮強度試験は、原則としてJIS Q
1011（分野別認証指針レディ―ミクス
トコンクリート）に規定された外部試験
機関で行うものとする。

1　セメント・コ
ンクリート (転
圧コンクリー
ト・コンクリート
ダム・覆工コ
ンクリート・吹
付けコンク
リートを除く）

施
工

1　セメント・コ
ンクリート (転
圧コンクリー
ト・コンクリート
ダム・覆工コ
ンクリート・吹
付けコンク
リートを除く）

施
工

必
須

品質管理基準 新旧対照表

工　種

改定（令和8年4月）

工　種

現行（令和7年4月）

改定理由
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工　種
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工　種

現行（令和7年4月）

改定理由

材
料

JISマーク確認又
は「その他」の試
験項目の確認

目視
(写真撮影)

・新規追加

施
工

製品の外観検査
（角欠け・ひび割
れ調査）

目視検査
(写真撮影）

有害な角欠け・ひび割れの無いこと 全数 ・新規追加

製品検査結果
（寸法・形状・外
観、性能試験）
※協議をした項
目

JIS A 5363
JIS A 5371
JIS A 5372
JIS A 5373

設計図書による 製造工場の検査ロット毎

〇

・新規追加

JISマーク確認又
は「その他」の試
験項目の確認

目視
(写真撮影)

設計図書による ・新規追加

施
工

必
須

製品の外観検査
（角欠け・ひび割
れ調査）

目視
(写真撮影)

有害な角欠け・ひび割れの無いこと 全数 ・新規追加

セメントのアルカ
リシリカ反応抑
制対策

「アルカリ骨材反
応抑制対策につい
て」（平成１４年７
月３１日付け国官
技第１１２号、国港
環第３５号、国空
建第７８号）

同左 1回／6ヶ月以上及び産地が
変わった場合。

○

・新規追加

コンクリートの塩
化物総量規制

「コンクリートの耐
久性向上」仕様書

原則0.3㎏／㎥以下 1回／月以上
（塩化物量の多い砂の場合1
回以上／週）

○

・新規追加

コンクリートのス
ランプ試験／ス
ランプフロー試験

JIS A 1101
JIS A 1150

製造工場の管理基準 １回／日以上

○

・新規追加

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定
した呼び強度以上であること。（1回
の試験結果は、3個の供試体の試
験値の平均値）

1回／日以上

○

・新規追加

コンクリートの空
気量測定
（凍害を受ける
恐れのあるコン
クリート製品）

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

JIS A 5364
4.5±1.5％（許容差）

1回／日以上

○

・新規追加

骨材のふるい分
け試験
（粒度・粗粒率）

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

１回/月以上及び産地が変
わった場合。

○

・新規追加

骨材の密度及び
吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

1回／月以上及び産地が変
わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕
砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨
材－第1部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨
材－第2部：フェロニッケルスラグ骨
材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨
材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨
材－第4部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨
材－第5部：石炭ガス化スラグ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材
H）

○

・新規追加

粗骨材のすりへ
り試験

JIS A 1121
JIS A 5005

JIS A 5364
JIS A 5308

1回以上／12か月及び産地が
変わっ
た場合。

○

・新規追加

必
須

3　プレキャ
ストコンク
リート製品
(JIS　Ⅱ類）

材
料

必
須

4　プレキャス
トコンクリート
製品
（その他）

材
料

必
須

2　プレキャス
トコンクリート
製品
(JISⅠ類）

そ

の

他

（
J

I

S

マ

ー

ク

表

示

さ

れ

た

レ

デ

ィ
ー

ミ

ク

ス
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ン
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リ

ー
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品質管理基準 新旧対照表

工　種

改定（令和8年4月）

工　種

現行（令和7年4月）

改定理由

骨材の微粒分量
試験

JIS A 1103
JIS A 5005

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判定
実績率が58％以上の場合は5.0％
以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへり
作用を受ける場合は5.0％以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただし、
すりへり作用を受ける場合は5.0％
以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）

工事開始前、工事中1回／月
以上及び産地が変わった場
合。
（山砂の場合は、工事中1回
／週以上）

○

・新規追加

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90％以上の場合は使
用できる。

1回以上／12か月及び産地が
変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純
物を含む細骨材のモルタル圧縮強度
による試験方法」による。 ○

・新規追加

骨材中の粘土塊
量の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

1回／月以上及び産地が変
わった場
合。

○

・新規追加

硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
製作開始前、1回以上/12か
月及び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：
製作開始前、1回以上/12か
月及び産地が変わった場合。

○

・新規追加

セメントの物理
試験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

1回／月以上

○

・新規追加

セメントの化学
分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

1回／月以上

○

・新規追加

コンクリート用混
和材
・化学混和剤

JIS A 6201
JIS A 6202
JIS A 6204
JIS A 6206
JIS A 6207

JIS A 6201（フライアッシュ）
JIS A 6202（膨張材）
JIS A 6204（化学混和剤）
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末）
JIS A 6207（シリカフューム）

1回／月以上
ただし、JIS A 6204（化学混
和剤）
は1回／6ヶ月以上

試験成績表による。

○

・新規追加

練混ぜ水の水質
試験

上水道水及び上
水
道水以外の水の
場合：
JIS A 5308附属書
JC

懸濁物質の量：2g／ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／ℓ以
下
塩化物イオン量：200mg/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

1回以上／12か月及び水質が
変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に
換え、上水道を使用していることを示
す資料による確認を行う。

○

・新規追加

必
須

鋼材 JIS G 3101
JIS G 3109
JIS G 3112
JIS G 3117
JIS G 3137
JIS G 3506
JIS G 3521
JIS G 3532
JIS G 3536
JIS G 3538
JIS G 3551
JIS G 4322
JIS G 5502

JIS G 3101
JIS G 3109
JIS G 3112
JIS G 3117
JIS G 3137
JIS G 3506
JIS G 3521
JIS G 3532
JIS G 3536
JIS G 3538
JIS G 3551
JIS G 4322
JIS G 5502

1回／月又は入荷の都度

○

・新規追加

施
工

必
須

製品の外観検査
（角欠け・ひび割
れ調査）

目視検査
（写真撮影）

有害な角欠け・ひび割れの無いこと 全数 ・新規追加

4　プレキャス
トコンクリート
製品
（その他）

材
料

そ

の

他

（
J

I

S

マ

ー

ク

表

示

さ

れ

た

レ

デ

ィ
ー

ミ

ク

ス

ト
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ン

ク

リ

ー

ト

を

使
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す

る

場

合

は

除

く

）
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試
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品質管理基準 新旧対照表

工　種

改定（令和8年4月）

工　種

現行（令和7年4月）

改定理由

材
料

必
須

外観検査（鋼管
杭（鋼管ソイルセ
メント杭の鋼管を
含む）・コンク
リート杭・H鋼杭）

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼
管杭は変形など、コンクリート杭は
ひび割れや損傷など）がないこと。

設計図書による。

○

材
料

必
須

外観検査（鋼管
杭・コンクリート
杭・H鋼杭）

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼
管杭は変形など、コンクリート杭は
ひび割れや損傷など）がないこと。

設計図書による。

○

外観検査（鋼管
杭（鋼管ソイルセ
メント杭の鋼管を
含む））

JIS A  5525 【円周溶接部の目違い】
外径700㎜未満：許容値2㎜以下
外径700㎜以上1,016㎜以下：許容
値3㎜以下
外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：
許容値4㎜以下

・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐいの外
周長の差で表し、その差を2㎜×π以
下とする。
・外径700㎜以上1,016㎜以下：上ぐい
と下ぐいの外周長の差で表し、その差
を3㎜×π以下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：上
ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、そ
の差を4㎜×π以下とする。

外観検査（鋼管
杭）

JIS A  5525 【円周溶接部の目違い】
外径700㎜未満：許容値2㎜以下
外径700㎜以上1,016㎜以下：許容
値3㎜以下
外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：
許容値4㎜以下

・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐいの外
周長の差で表し、その差を2㎜×π以
下とする。
・外径700㎜以上1,016㎜以下：上ぐい
と下ぐいの外周長の差で表し、その差
を3㎜×π以下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：上
ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、そ
の差を4㎜×π以下とする。

鋼管杭（鋼管ソ
イルセメント杭の
鋼管を含む）・コ
ンクリート杭・H
鋼杭の現場溶接
浸透探傷試験
（溶剤除去性染
色浸透探傷試
験）

JIS Z  2343-
1,2,3,4,5,6

割れ及び有害な欠陥がないこと。 原則として全溶接箇所で行
う。ただし、施工方法や施工
順序等から全数量の実施が
困難な場合は監督員との協
議により、現場状況に応じた
数量とすることができる。
なお、全溶接箇所の10％以
上は、JIS Z　2343-
1,2,3,4,5,6により定められた認
定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

鋼管杭・コンクリー
ト杭・H鋼杭の現
場溶接
浸透探傷試験（溶
剤除去性染色浸
透探傷試験）

JIS Z  2343-
1,2,3,4,5,6

割れ及び有害な欠陥がないこと。 原則として全溶接箇所で行
う。ただし、施工方法や施工
順序等から全数量の実施が
困難な場合は監督員との協
議により、現場状況に応じた
数量とすることができる。
なお、全溶接箇所の10％以
上は、JIS Z　2343-
1,2,3,4,5,6により定められた認
定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

鋼管杭（鋼管ソ
イルセメント杭の
鋼管を含む）・H
鋼杭の現場溶接
放射線透過試験

JIS Z  3104 JIS Z 3104の1類から3類であること 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ
所とするが、施工方法や施工
順序等から実施が困難な場
合は現場状況に応じた数量と
する。
なお、対象箇所では鋼管杭を
4方向から透過し、その撮影
長は30cm／1方向とする。
（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接
を20ヶ所施工した毎にその
20ヶ所から任意の1ヶ所を試
験することである。）

鋼管杭・H鋼杭の
現場溶接
放射線透過試験

JIS Z  3104 JIS Z 3104の1類から3類であること 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ
所とするが、施工方法や施工
順序等から実施が困難な場
合は現場状況に応じた数量と
する。
なお、対象箇所では鋼管杭を
4方向から透過し、その撮影
長は30cm／1方向とする。
（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接
を20ヶ所施工した毎にその
20ヶ所から任意の1ヶ所を試
験することである。）

鋼管杭（鋼管ソ
イルセメント杭の
鋼管を含む）の
現場溶接超音波
探傷試験

JIS Z  3060 JIS Z 3060の1類から3類であること 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ
所とするが、施工方法や施工
順序等から実施が困難な場
合は現場状況に応じた数量と
する。
なお、対象箇所では鋼管杭を
4方向から探傷し、その探傷
長は30cm／1方向とする。
（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接
を20ヶ所施工した毎にその
20ヶ所から任意の1ヶ所を試
験することである。）

中掘り工法等で、放射線透過試験が
不可能な場合は、放射線透過試験に
替えて超音波探傷試験とすることがで
きる。

鋼管杭の現場溶
接超音波探傷試
験

JIS Z  3060 JIS Z 3060の1類から3類であること 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ
所とするが、施工方法や施工
順序等から実施が困難な場
合は現場状況に応じた数量と
する。
なお、対象箇所では鋼管杭を
4方向から探傷し、その探傷
長は30cm／1方向とする。
（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接
を20ヶ所施工した毎にその
20ヶ所から任意の1ヶ所を試
験することである。）

中掘り工法等で、放射線透過試験が
不可能な場合は、放射線透過試験に
替えて超音波探傷試験とすることがで
きる。

鋼管杭（鋼管ソ
イルセメント杭の
鋼管を含む）・コ
ンク リート杭
（根固め）
水セメント比試
験

比重の測定による
水セメント比の推
定

設計図書による。
また、設計図書に記載されていな
い場合は60％～70％（中掘り杭工
法）、60％（プレボーリング杭工法
及び鋼管ソイルセメント杭工法）とす
る。

試料の採取回数は一般に単
杭では30本に1回、継杭では
20本に1回とし、採取本数は1
回につき3本とする。

鋼管杭・コンク
リート杭
（根固め）
水セメント比試験

比重の測定による
水セメント比の推定

設計図書による。
また、設計図書に記載されていな
い場合は60％～70％（中掘り杭工
法）、60％（プレボーリング杭工法
及び鋼管ソイルセメント杭工法）とす
る。

試料の採取回数は一般に単
杭では30本に1回、継杭では
20本に1回とし、採取本数は1
回につき3本とする。

鋼管杭（鋼管ソ
イルセメント杭の
鋼管を含む）・コ
ンクリート杭
（根固め）
 セメントミルクの
圧縮強度試験

セメントミルク工法
に用いる根固め液
及びくい周固定液
の圧縮強度試験
JIS A 1108

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に
単杭では30本に1回、継杭で
は20本に1回とし、採取本数
は1回につき3本とすることが
多い。
なお、供試体はセメントミルク
の供試体の作成方法に従っ
て作成したφ5×10cmの円柱
供試体によって求めるものと
する。

参考値：20N/mm2 鋼管杭・コンクリー
ト杭
（根固め）
 セメントミルクの
圧縮強度試験

セメントミルク工法
に用いる根固め液
及びくい周固定液
の圧縮強度試験
JIS A 1108

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に
単杭では30本に1回、継杭で
は20本に1回とし、採取本数
は1回につき3本とすることが
多い。
なお、供試体はセメントミルク
の供試体の作成方法に従っ
て作成したφ5×10cmの円柱
供試体によって求めるものと
する。

参考値：20N/mm2

6　既製杭工 3　既製杭工 ・番号の修正
・適用範囲の明確化

施
工

必
須

施
工

必
須

そ
の
他

そ
の
他
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工　種

現行（令和7年4月）

改定理由

14　アスファ
ルト舗装

プ
ラ

ント

必
須

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧  [4]-318

アスファルト量：±0.9％以内

○

11　アスファ
ルト舗装

プ
ラ

ント

必
須

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧  [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内

○

・誤記修正

30　覆工コン
クリート
(NATM)

施
工

必
須

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定
した呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体
の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷
時に運搬車から採取した試料
1回／日以上、構造物の重要
度と工事の規模に応じて
20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認め
られた時。
なお、テストピースの採取は、
1回につき6個（σ7…3個、σ
28…3個）とする。

27　覆工コン
クリート
(NATM)

施
工

必
須

コンクリートの圧縮
強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定
した呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体
の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷
時に運搬車から採取した試料
1回／日以上、構造物の重要
度と工事の規模に応じて
20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認め
られた時。
なお、テストピースは打設場
所で採取し、1回につき6個
（σ7…3個、σ28…3個）とす
る。

・番号の修正
・誤記修正

33　路上再生
路盤工

材
料

必
須

土の粒度試験 JIS A  1204 舗装再生便覧参照
表-3.2.9 路上で破砕した路盤再生
骨材の目標粒度範囲による

30　路上再生
路盤工

材
料

必
須

土の粒度試験 JIS A  1204 舗装再生便覧参照
表-3.2.8 路上再生路盤用素材の
望ましい粒度範囲による

諸基準類との整合

34　路上表層
再生工

施
工

必
須

かきほぐし深さ 「舗装再生便覧」 －0.7cm以内 1,000m2毎 31　路上表層
再生工

施
工

必
須

かきほぐし深さ 「舗装再生便覧」付
録-8に準じる。

－0.7cm以内 1,000m2毎 諸基準類との整合


